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令和７年度高知県暫定再任用職員選考考査（追加）案内（知事部局）

１ 受験資格
（１）令和５年４月１日より前に退職した者
次の①から③までの全てに該当する者
① 昭和36年４月２日から昭和41年４月１日までに生まれた者で、次のいずれかに該当する者
ア 定年退職した者又は勤務延長後退職した者（令和５年４月１日より前に勤務延長されて
同日以後に退職した者を含む）
イ 25年以上勤務した者であって、次に掲げる者
（ア）当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者
（イ）当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧再任用又は暫定再
任用をされたことがある者（現に暫定再任用されている者を含む）

② 令和８年度において１年間継続して勤務することができる者
③ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条等に規定する欠格条項のいずれにも該当しな
い者

（２）令和５年４月１日以後に退職した者
次の①から③までの全てに該当する者
① 昭和36年４月２日から昭和39年４月１日までに生まれた者で、次のいずれかに該当する者
ア 定年退職した者又は勤務延長後退職した者
イ 定年前再任用短時間勤務職員として採用された後、任期満了で退職した者
ウ 25年以上勤務した者であって、次に掲げる者
（ア）当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者
（イ）当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再任用をされた
ことがある者（現に暫定再任用されている職員を含む）

② 令和８年度において１年間継続して勤務することができる者
③ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条等に規定する欠格条項のいずれにも該当しな
い者

（注）知事部局で実施する選考考査については、知事部局、議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事

務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局及び高知海区漁業調整委員会事務局において退職した職

員並びに公営企業局において退職した職員（知事部局からの交流職員に限る。）を対象とします。

２ 勤務の態様
(１)職務内容
①一般の職員と同様の業務に従事します。
②配属先及び職務内容は知事が決定します。
③他の任命権者との調整により、知事部局以外の任命権者によって再任用される場合もありま
す。

(２)任用する職
スタッフ職での再任用を基本としますが、必要に応じてポスト職で再任用する場合がありま

す。

(３)勤務時間
スタッフ職を希望する場合は、常時勤務（週38時間45分勤務）、短時間勤務の申し出ができる

こととします。
なお、短時間勤務の場合は、勤務形態は次のいずれかになります。

①週31時間勤務（週４日勤務、１日７時間45分）
②週30時間勤務（週５日勤務、１日６時間）
③週23時間15分勤務（週３日勤務、１日７時間45分）
④週15時間30分勤務（週２日勤務、１日７時間45分）
希望される勤務時間の優先順位を申込書に明記してください。
勤務時間は各任命権者が決定します。
ポスト職を希望する場合は、常時勤務のみとなります。なお、ポスト職への任用は若干名を予

定していることから、希望されても配置されない場合があります。
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(４)勤務時間に関する注意事項
職の設置状況等により、希望した勤務形態とは異なる勤務形態に決定される場合があります。

３ 給料
従事する職の内容により適用される給料月額を支給します。
令和７年度に常時勤務のスタッフ職で再任用された場合の給料月額は次の額ですが、来年度の額

に改定等がある場合は、別途お知らせします。（短時間勤務の職員については、勤務時間により比
例按分して支給します。）

行政職 ３級 272,300円
研究職 ３級 303,800円
医療職（二） ３級 259,800円
医療職（三） ３級 280,400円
技能職 ３級 238,200円

また、ポスト職で再任用された場合の給料月額は、当該ポストの職務の級に対応した給料表の再
任用欄に掲げる額になります。

４ 手当、休暇等
地方自治法（昭和22年法律第67号）第204条第２項に規定する手当のうち、期末手当及び勤勉手当

を支給します。また、支給要件に該当する場合には次の手当を支給します。
管理職手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（準ずる手当を含みます。）、

へき地手当（準ずる手当を含みます。）、時間外勤務手当（ただし、短時間勤務にあっては、１日
７時間45分までは100／100）、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手
当、通勤手当（ただし、自動車等使用者で平均１箇月当たりの通勤所要回数が10回未満になる場合
は半額）、単身赴任手当、在宅勤務手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当。
※生活関連手当や人材確保の観点から設けられている手当（扶養手当、初任給調整手当）及び退職
手当は支給されません（給与については、令和７年４月１日現在のものであり、改定されること
があります。）。

※年次有給休暇の取扱いは、一般の職員と同様となります。短時間勤務の職員における年当初（１
月１日）の付与日数については、勤務時間により比例按分します。
（参考：「定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び休暇等について」平成25年４月１日付け
25高知行管第１号行政管理課長通知）

５ 任期
令和８年４月１日から令和９年３月31日までの１年間

６ 申込方法及び提出期限
申込受付期間：令和８年２月13日（金）～同年２月20日（金）
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く令和８年２月13日（金）から同月20日（金）までの間、総

務部人事課で行います。
受付時間は、午前８時30分から午後５時15分までです。
郵送による申込みの場合は、令和８年２月20日（金）必着とさせていただきます。

７ 選考考査の方法
書類選考及び勤務実績により総合的に判断しますが、確認したい事項等がある場合に必要に応じ

て個別に面接考査を実施します。
なお、定年退職から引き続き再任用職員として任用されている者については、老齢厚生年金（旧

退職共済年金）の支給開始年齢が65歳であることから、雇用と年金の接続という趣旨に配慮した選
考を行います。

８ 面接考査の実施日、場所

実施日 令和８年２月28日（土）又は令和８年３月１日（日）

面接予定日時は文書で通知します。
場 所：県庁本庁舎周辺会議室（別途連絡します。）
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９ 合否の決定及び勤務時間の通知
(１) 合否の決定及び勤務形態を令和８年３月上旬（予定）に申込者（勤務形態にあっては合格者
のみ）に文書で通知します。

(２) 再任用する旨を通知した後、病気等により任期の１年間を継続して勤務することができなく
なったと認められる場合は、通知の内容を取り消す場合があります。

10 配置先の決定
令和８年３月下旬の定期人事異動の中で決定します。

11 その他
高知県暫定再任用職員選考考査についての問い合わせは、総務部人事課にお願いします。
〒780－8570 高知市丸ノ内一丁目２番20号 TEL 088（823）9163


